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１. 少子高齢化の中でのグローバル化
日本の少子高齢化は､ いよいよ人口減少段階

に達した｡ そして盛んに少子化対策が論じられ

るようになった｡ しかし人口学者は ｢第２の人

口転換｣ を論じて､ 少々の介入では人口増加傾

向に転換することはできないことを指摘する｡

少子高齢化という第一の人口転換は､ 多産多死

型人口構造から少産少死型人口構造への転換を

近代社会に普遍的だとする考えに基づいている｡

そしてその人口転換は､ 経済発展にも都合がよ
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要 約

長らく日本国内措置で守られてきた介護労働の市場が開放され始めた｡ ２国間の)�� (経済連携協

定) に基づく外国人介護労働者の導入は､ 日本社会が新しい国際化の段階に入ったことを象徴している｡

しかしながら､ ①)��､ ②日本の介護福祉士資格､ ③外国の介護労働者資格・教育､ ④外国人のイメー

ジ の４点について基本的な誤解がある｡ 介護労働分野を開放すれば､ 受け入れ国だけでなく送り出

し国でも介護文化の摩擦が起きることについての認識も必要である｡ われわれは日本と外国､ とりわけ

東アジアとの間で介護文化の相互理解を促進するために､ 福岡市に対して ｢アジア・エイジング・オー

プンミュージアム｣ 構想を提案した｡ それは福岡市でアジアの高齢化に対するプラットフォーム構想と

して論議されているが､ アジアにおけるグローバルな共同体を構築するためにも有効な構想である｡ 九

州大学はアジアの高齢化やケアについての政策アカデミーとしての使命を果たさなければならないだ

ろう｡

キーワード：二国間経済連携協定､ 介護労働､ 介護文化

(越境ケア特集３)



いという､ いわゆる ｢人口ボーナス｣ 論の根拠

となって､ 多くの発展途上国が採用する人口政

策を方向づけてきた｡

だが第２の人口転換の時には､ 高齢者が数多

く生き残り､ それを支える若い人口が減少し､

子供の誕生が人口を維持する水準に戻らないと

いう状態が続くことになる｡ そうなると､ 人口

構造は生産年齢人口の絶対的な減少と､ 老年人

口指数の増加によって､ 経済を担う労働力の不

足と社会保障の負担増で､ いわゆる ｢人口オー

ナス｣､ つまり経済発展に都合の悪い人口構造

が続くことになる｡

人口再生産力を図る指標としては､ 合計特殊

出生率 (���) が有効である｡ この各国変化を

比較してみると､ 先進国で唯一､ ｢２｣ に近い

数値を示すのはアメリカ合衆国だけである｡

���が２というのは､ 妊孕可能な女性が２人

の子供を産むことを示す数値である｡ これは大

人の男女２人で次世代２人をもうけることを意

味し､ 人口の単純再生産を示すことになる｡ ア

メリカ合衆国が���を２に近い水準に戻せた

のは､ 外国人移住者を受け入れているからであ

る｡ マスメディア等を通じて少子化対策で効果

が上がっているといわれるフランスやスウェー

デンは､ ���でみる限り､ 人口再生産水準に

まで戻すことはできないでいる｡ また���は

妊孕可能な女性の人口を指標のためのデータと

して使っているので､ たとえこの数値が２近く

であったとしても､ 増加し続ける高齢者を支え

るのにふさわしい人口が確保できるということ

にはならない｡

ともあれ､ 外国人移住者を受け入れているア

メリカ合衆国の人口だけが､ ���を２近い水

準で維持しているという事実は､ 少子高齢化社

会における新しい人口政策として外国人移住者

受け入れ論議を高める背景となる｡ 日本は長い

間移住者を送り出す社会としての歴史を歩んで

きたが､ いよいよ外国人移住者を受け入れる政

策に転換を図ることが必要な時代を迎えたよう

である｡ 基本的には外国人移住者を受け入れる

ことはせず､ 必要な人々の滞在を特別に許可す

るという仕組みで対応してきた日本政府である

が､ いよいよ根本的な政策転換を図らなければ

ならない時代を迎えたといえるだろう｡

もちろん､ 日本の労働人口構造をみると､ ま

だまだ経済発展に寄与できる労働力市場開発が

できていない面があるという事実は否めない｡

日本では女性の労働市場参入が相変わらず低い

状態にあり､ 年齢別労働力率をみても､ いわゆ

るＭ字型といわれるような子育て中の労働力率

の低下が顕著である｡ また男性に比べると全年

齢で労働力率が低く､ 労働市場からの撤退も早

いという統計的事実はある｡ したがって､ こう

いう未開発の労働力を開発することで､ 現況を

打開する可能性は多少残されている｡

また､ 一人当たり労働生産性を高めることが

できれば､ 人口減少を補ってあまりある経済状

態を作り出すことができると考えることも論理

的に正しい｡ 日本ではとりわけサービス分野で

の労働生産性が低いといわれているので､ 徹底

的に医療・福祉・教育などの分野の技術を開発

して労働生産性を高めることが必要不可欠であ

ろう｡

それでもなお､ 日本の人口構造の変化は外国

人移住者を拒否し続けることはできない段階に

達しているといわざるを得ない｡ それは日本の

経済のグローバル化が､ 多国間協定である

��� (世界貿易機関) の枠組がたとえ頓挫し

たとしても､ 二国間協定の���が着々と締結

されていくからである｡ そして���は､ 単に

商品や資本の出入り自由化だけでなく､ ｢自然

人｣ の出入り自由化､ つまり労働力の移住可能

性を開放する動きとなっている｡ 世界経済シス

テムの構築ができなければ経済発展がないとい

う現実の前に､ 各国は国内法との調整を図りな

がら長期にわたって､ 単に外国人 ｢労働力移動｣

だけではなく､ 国籍に関わらない人間の ｢移住｣

への門戸を徐々に開放しなければならなくなっ

ている｡

国際的な人間の移住が高まる動きは世界的な

現象である｡ そして最近､ 少子高齢化と絡まり

合った人間の移住現象としてにわかに ｢看護・

介護｣ をめぐる動きに注目が集まっている｡ 既

に台湾では､ ｢外籍看護工｣ とよばれる介護を

担う外国人が､ 工場労働などを担う外国人より

も多くなった｡ 高齢者の増加は､ 要介護高齢者

の増加につながるが､ これまで介護を担ってい

た家族は､ 共稼ぎ・共働きなどで雇用労働に組

み込まれているために､ これまでのように家族

がシャドウワークとして介護を担うことができ
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ない状況に立たされている｡ しかし介護労働は

未だに労働市場として成熟はしていないので､

国際的な賃金格差に目をつけて､ 安価な労働力

を確保しようとする雇用者側と就業機会の少な

い発展途上の地域からの求職者側との間で異常

なブームを生み出しているといえる｡

少子高齢化の早かった先進国のみならず､ 急

速に先進国に追いつこうと経済発展に力を入れ

てきた中進国でも､ こうした看護・介護という

ヒューマン・サービスのニーズが高まっている｡

今や､ 介護労働力確保をめぐる国際競争の時代

に入っているといえる状況にある｡ だが､ この

看護・介護の分野はヒューマン・サービスとし

て､ 工場労働や建設労働のようにモノを扱う分

野と違って､ 文化・社会・人間の要因が深く関

わっているだけに単純労働への標準化が難しい｡

そのために看護・介護の担い手の受入れは､ 経

済合理性からいえば非合理的な文化的要素を考

慮しなければならないので､ 単に ｢労働力移動｣

とみるだけではすまされず､ むしろ ｢移住｣ と

して発想する方がわかりやすい動きであるとい

える｡

２. 日本における外国人介護福祉士導入を
めぐる誤解

さて､ 看護・介護をめぐる外国人の ｢労働力

移動｣ ないし ｢移住｣ が､ 日本でもようやく

2008年から実際に受け入れ始められている｡ そ

れは���という二国間協定に基づいており､

まずインドネシアから始まって､ 次にフィリピ

ンとの協定が実現に動き出す｡ 現在は､ ｢看護

師・介護福祉士｣ の受入れのミニマム・アクセ

スから取り組み始めた段階である｡ しかし､

｢看護師・介護福祉士｣ の受入れが､ まるで看

護・介護業務全ての分野で労働力受入れが始まっ

たかのような誤解を生んでいる｡ それは､ �

���に対する誤解､ �日本の介護福祉士資格

に対する誤解､ �相手国の介護人材養成制度に

対する誤解､ �外国人そのものに対する誤解

などが幾重にも重なっている｡ そこで､ と

りわけ日本でも一般の理解が乏しい ｢介護福祉

士｣ について考えてみよう｡

� ���についての誤解
ウィキペディアの定義によれば､ ｢経済連携

協定 (���������	
���
�����
����������)

とは自由貿易協定 (���) と異なり､ ただ単に

関税を撤廃するなど､ 通商上の障壁を取り除く

だけでなく､ 締約国間で経済取引の円滑化､ 経

済制度の調和並びに､ サービス､ 投資､ 電子商

取引等､ さまざまな経済領域での連携強化・協

力の促進等をも含めたものを言う｣ とある｡

���は､ ���などの多国間協定ではなく､ あ

くまでも二国間での協定であり､ 二国間で合意

された経済項目で連携強化､ 協力の促進を図る

ものであり､ ｢介護福祉士｣ の日本での受入を

始めると言うことは､ 相手国との合意があって

始めて成立するものである｡ したがって､ 外国

から ｢介護福祉士を日本に迎え入れられるか？｣

といえば､ ���を取り結んで､ そのことを明

記した協定になった相手国からだけ認められる

のである｡ 現在ではインドネシアとフィリピン

だけである｡ 中国やメキシコからたとえそうい

う仕事を日本でしたいという声が上がっても､

それが直ちに認められることはない｡

では逆に ｢日本の介護福祉士は���相手国

で仕事ができるか？｣ ということになれば､ も

ちろんできる｡ しかし､ ���で相手国から迎

える介護福祉士候補者に日本語能力検定を課す

ように､ 相手国は日本人介護福祉士にインドネ

シア語やフィリピノ語習得を要求はするだろう｡

そういう意味で､ ���は双務的互恵的である

ことを原則としている｡ また現実としては､ 日

本の介護福祉士がインドネシアやフィリピンの

施設で働ける状況になってはいない｡ 送り出し

国側の施設数の乏しさ､ 労働条件の格差などか

ら考えて､ 実質的に介護福祉士の移動は､ 送り

出し国から日本へという一方的な流れになると

いえる｡ その点が看護師以上に介護福祉士の問

題は大きい｡

｢外国人介護福祉士はいずれ母国に帰るのか､

それとも日本に定住するのか？｣ という問いに

対する答えは､ 今のところ後者になる可能性が

強い｡ 日本での介護福祉士経験者が､ 送り出し

国に帰国後､ 介護の仕事に就く可能性は低いと､

彼らの日本への定住が強まるからである｡ もし

彼らが帰国することを日本側が期待するなら､

相手国の方に介護の社会的基盤整備を今後､ 重

点的に進めさせる連携強化や協力促進が不可欠

である｡ 今のところ外国人介護福祉士経験者が
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帰国する唯一の可能性は､ ｢介護教育｣ の分野

であろう｡ また､ もしかすると日本での介護福

祉士経験を生かして､ さらに別の国に移住する

事も考えられないわけではない｡ しかし､ 現在

のところ日本の介護福祉士資格は国際的に認め

られた資格ではない上に､ 言語習得負担を考え

ると､ このようなキャリア・パスの可能性は今

のところ大きくはない｡

� 日本の介護福祉士資格についての誤解
���の中で看護師・介護福祉士の受け入れ

が取り上げられた理由は､ 基本的には受け入れ

国としての日本側の事情というよりは､ 送り出

し国側の事情である｡ 日本は基本的に外国人単

純労働の受け入れを拒み続けているので､ 海外

出稼ぎ機会を確保しようとする送り出し国では､

なんとか労働機会を確保しようとする中で､ 見

出したのがこの分野であった｡ フィリピンに

関していえば､ 日本側はこれまで多数のエンター

テイナーを受け入れてきたが､ ｢一部の女性が

人身売買の犠牲になっている｣ との米国政府の

批判を受け､ 日本政府が興行ビザ発給時の審査

を極めて厳格にしたため､ 2005年から日本への

入国数が急減した｡ これは海外労働者からの本

国送金に大きく依存するフィリピン経済にとっ

ては､ 大きな痛手となり､ その代替策を日本側

に要求したという背景がある｡ フィリピン側は､

日本だけでなく高齢化した先進国が看護や介護

の分野で人材確保が難しくなっていることを知っ

ている｡ そして新しい海外出稼ぎ先として看護・

介護の労働分野が有望であるとして､ すでに教

育・訓練の分野で盛んに人材養成を図っている｡

看護の分野は､ 資格の国際基準について比較

的早くから取り組みもあって､ 相互認証の段階

に達している国々が出てきているので､ 専門職

として扱って､ 国際的な労働移動を自由化の条

件が一歩先んじて整備されているといえる｡ そ

こでフィリピンの看護師養成は､ こうした国際

基準に合うようにカリキュラムを整備している

ところも多い｡ また世界的に介護人材の不足が

見込まれることから､ 職業訓練の一部にケアギ

バー (介護士) 養成をする職業訓練プログラム

を推進している｡ こうしたことから､ フィリピ

ン側からいえば､ 新しい海外出稼ぎ機会として､

看護や介護に分野に大きな期待を寄せているこ

とになる｡

だが､ ｢フィリピンで実施されている看護師

教育やケアギバー教育は､ 日本で受け入れよう

とする看護師や介護福祉士という資格に必要な

条件を見たしているといえるだろうか？｣｡ 答

えは否である｡ まずフィリピンと日本の教育制

度の違いがある｡ 日本では大学や短大入学の資

格は､ 小学校から高校まで12年の学歴を必要と

するが､ フィリピンではこれが10年である｡ し

たがって､ 短大卒業者にしても４年生大学卒業

者にしても､ 日本の教育年数よりも２年ない｡

したがって､ 日本での学歴水準に合わせるため

には､ １年間の補完教育が必要になる｡ フィリ

ピンの看護師教育やゲアギバー職業訓練プログ

ラムは､ いずれも高卒の学歴を必要としている

が､ 日本の看護師資格や介護福祉士教育に必要

な高卒の学歴に即して言えば､ ２年間の教育不

足ということになる｡ そこで､ 外国人で介護福

祉士をめざして日本に来る人には､ ｢４年制大

学卒業｣ という要件を課している｡ この場合の

大学は､ 日本の３年制短大以上と解すべきだろ

う｡ しかし実際に､ フィリピンにあまた存在す

るケアギバー養成校の学生は､ ほとんどがフィ

リピンの短大卒以下の学歴しか持たないものが

大部分である｡ 大学卒でケアギバー資格を持つ

ものというのは､ 看護大学で看護師資格取得を

目指しながら､ その業務の一環として一時的に

は従事するかもしれない介護のためのケアギバー

の職業訓練をプラスアルファで学ぶ学生しかい

ないことになる｡ こういう人材はまず看護師と

して国際的に働くことを第一義的な希望として

いるので､ 最初から介護福祉士として日本に来

たいという者は､ 看護師資格試験に不合格であっ

たが､ ケアギバー資格を持っている者というこ

とになる｡

この基礎学歴の日本とフィリピンのずれが､

社会福祉士・介護福祉士法の改正に際して､ 日

本側の介護コースを持っている高校から ｢基礎

学力は中学校卒業を認めるべきだ｣ という論議

が起こされ､ 結局､ こうした要求と､ 国家試験

に不合格となり再挑戦をめざすフィリピンから

の介護福祉士候補者と同じように､ ｢准介護福

祉士｣ の資格を新設するという調整が行われた

のである｡

とりわけ日本の介護福祉士資格は､ 専門学校・
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専修学校や短大卒業によって取得されることを

原則とし､ そのほかに経験年数と国家試験合格

によって取得される複線的な教育訓練コースで

養成されてきた｡ 今後はどのようなコースを歩

もうとも国家試験の受験を義務付けるように法

律は改正されている｡ しかし､ 実際の介護現場

では介護福祉士資格ではなく､ ホームヘルパー

資格で働いている人が多い｡ ヘルパー資格は､

民間資格であり､ 職業訓練プログラムによるも

ので､ 基礎学歴は要求していない｡ だれでも一

定時間の講習を受ければ取得できる資格である｡

いずれヘルパー資格取得者も介護福祉士資格を

取得することが求められるようになるだろうが､

今のところはまだヘルパー資格者に大きく依存

した現場である｡ 外国人介護福祉士が現場で､

日本人ヘルパー資格者と一緒に働く場面で､ 名

目的資格と実務経験の評価をめぐって､ さまざ

まな葛藤を経験するだろうことは予想に難く

ない｡

また､ 多くの国々では看護と介護を同じ医療

分野での階層として認識しているのに対して､

日本では､ 介護福祉士は社会福祉士とともに社

会福祉職として位置付けており､ 看護師や療法

士や医師などの医療職とは明確に区別している｡

この日本の制度の違いを���の相手国側に明

確に伝えているかどうかは疑問である｡ インド

ネシアから最初に日本にやってきた介護福祉士

候補者は､ いずれも看護学校卒業者であり､ 医

療職で勉強してきた人たちである｡ いずれは看

護師になることも可能な看護助手あるいは准看

護師に近い資格という認識で､ 日本の介護福祉

士に期待をかけたとすると､ 介護福祉士から看

護師になるキャリア・パスは実際には用意され

ていないため､ ｢騙されたのではないか｣ とい

う失望と批判を招きかねない｡ いずれ看護師と

看護助手あるいは准看護師と介護福祉士の間の

関係調整及びキャリア・パスについて検討が必

要になるだろう｡

� 相手国の介護人材の資格・教育についての
誤解

看護や介護の労働力として国境を越えて移動

する人々の存在は､ きわめて普遍的に見られる

時代になっている｡ アジアでは､ 台湾やシンガ

ポールや香港などでは､ かなり以前からフィリ

ピン､ インドネシア､ ベトナムから看護師､ ケ

アギバー､ メイドといった人々を受け入れてい

る｡ カナダやアメリカやオーストラリア､ ヨー

ロッパや中近東の諸国でもこうした動きがみら

れる｡ 送り出し国のひとつであるフィリピンで

は､ フィリピン人海外出稼ぎの重要な就業機会

であると考えている｡ そして､ いまや完全に売

り手市場であると考えている｡ 世界の各国が求

めるなら､ その期待に応える人材の養成をして

みせるという気構えすら感じさせる｡ ｢ケアギ

バーは日本にとって買い手市場か？｣ という質

問に対しては､ 否である｡ 日本がいろいろと乗

り越えるべき条件を課しているのに対して､ 他

国はむしろ特典を与えて､ ケアギバーとして来

る者の配偶者の帯同を許可し､ 永住権を付与す

るといった積極的な誘致に踏み切っている国さ

えある｡ したがって､ 日本にとって､ いまや労

働力の買い手市場ではなくなっているのである｡

しかし､ 日本の施設や居宅介護事業者が外国

人労働力に期待をかけていることは間違いない｡

現在介護の現場で人材不足を嘆いている状況は､

他の職種に比べて介護職が低賃金で､ 重労働で､

燃え尽き症候群に陥りそうな職種として嫌われ

ていることが問題である｡ このような日本人の

嫌がる職種を､ 低賃金で重労働をいとわず､ 持

続できるのは､ ハングリー精神をもった外国人

労働者ではないかという誤解が広がっているよ

うである｡ しかし ｢外国人介護福祉士採用は人

件費の節約になるか？｣ という質問には ｢否｣

と答えるしかない｡ なぜならば､ ���枠組み

の原則は互恵的であり､ 介護福祉士は専門職と

しての位置づけであり､ 国際労働機関 (���)

のいう ｢ディーセント・ワーク｣ (立派な仕事)

の対象職務として､ 強く意識されているので､

日本人労働者との間の不当な労働差別があれば､

国際労働運動の応援を求めて､ 国を動かすとい

う戦略さえ想定できるからである｡ 日本の福祉

施設など､ 労働市場や組合運動の経験のない業

界は､ とてもこうした運動に抗しきれないだろ

う｡

おそらく､ 日本の介護サービス事業者が外国

人介護労働者として期待をかけているのは､ ヘ

ルパー資格者と同等の資格を持った者でしかな

い｡ それも低賃金で雇用できるという可能性が

なければならないと考えているようである｡ お
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そらく､ フィリピンなどでケアギバー校に通っ

て講習を受けている人々の中には､ そんな日本

の事情について知っており､ 機会があれば､ そ

れでも日本に来てみたいと考えている層がない

わけではない｡ 以前にエンターテイナーとして

日本にきたことがあり､ その時に受けた好印象

から日本で働けるなら働いてみたいという人も

多い｡ すでに中年になっている元エンターテイ

ナーたちには地元にいても仕事の機会はないの

で､ 介護の仕事があるならやってみたいと思っ

ている者もいる｡ しかし今回の���はそうし

た人々の受け入れを開放するものではない｡ ま

だ日本は外国人単純労働の受け入れについては

認めない方針であることに変わりはない｡

そもそも､ フィリピンのケアギバー資格とは

どういうものなのか｡ そのカリキュラムをみる

と､ 日本でいうホームヘルパーや児童保育や救

急救命などにまたがる身体介助の訓練をしてい

るようである｡ そもそもケアギバー校の指導者

で日本の現場を知っている者はほとんどいない｡

中にはアメリカの看護助手を想定して訓練して

いるというところもあるが､ 日本のような福祉

職としての基礎訓練は全くといっていいほどな

されてはいない｡ インドネシアにしても､ 看護

師資格自体が国家資格になったのが､ 最近のこ

とであり､ まだ整備途上にあるといってよいく

らいであるから､ 介護福祉士という制度は､ こ

れから整備していくものでしかない｡ 日本の介

護の現場では､ 看護師と介護福祉士の間には業

務の壁が歴然としてあり､ また賃金の格差が顕

著にある｡ さらにこれら専門職に比べて､ ヘル

パー資格しか持たない者の賃金はきわめて低く､

勤務体制など労働条件も悪い｡ エンターテイナー

にくらべれば､ 勤務時間は酷ではないが､ 賃金

水準ではずっと低くなることが予想される｡ こ

ういう実態を改善することが先決であり､ 低廉

な労働力を外国人に求めるという姿勢では､ 問

題をこじらせるだけである｡

介護の職域開発について､ 日本では医療との

間で駆け引きが続いてきた｡ 社会福祉サイドが､

特別養護老人ホームの拡充やデイ・サービスセ

ンターを提起すれば､ 医療サイドは老人病院を

衣替えした療養型病床群や介護医療施設､ 老人

保健施設 (中間施設､ 介護保健施設) やデイ・

ケアセンターなどで対抗してきた｡ 今日､ 行政

側では､ 療養型病床群を新型老人保健施設など

の新設も含めて医療保険から切り離して介護保

険制度の適用を図ろうとしている｡ これに対し

ては医療側から激しい抵抗が示されている｡ こ

ういう背景もあって､ 多くの人は､ 介護の職場

といえば病院か特別養護老人ホームを思い浮か

べる｡ 日本政府の方針としては､ 医療と介護を

いったん切り離して､ 介護の充実を図る方針で

あっても､ 一般住民は医療と介護の関係をはっ

きり理解しているとはいえない｡ 居宅サービス

とか在宅サービスという職場が開発されている

にも関わらず､ 病院や施設に雇用される介護職

というイメージは強固である｡

まして､ 一般に､ 介護は被雇用者が担う業務

であると考える傾向が強く､ 介護の自営業など

という発想は全くない｡ しかしながら､ ハワイ

州などでは､ ｢アダルト・フォスター・ケア｣

と呼ばれるプログラムがあり､ 自宅に要介護高

齢者を預かって世話するというフィリピン家族

がたくさんいる｡ また台湾では､ ほとんどの外

国人ケアギバー (現地では ｢������	��｣ と英訳

される) が要介護高齢者を抱えている家庭に住

み込みで働いている｡ つまり介護の職場開発は

多様な可能性を秘めている｡ 現在は確かに病院

や福祉施設で雇用されて働く介護福祉士という

可能性しかないが､ いずれは､ さまざまなビジ

ネス・モデルが提起されてくることだろう｡ 介

護福祉士が専門職であるとするならば､ この専

門職が自営する経営体､ 専門職たちが経営する

法人活動もまた大きく展開する可能性がある｡

外国人による介護を単に雇用労働の枠内にとど

めておくことはできないのである｡

� 外国人そのものについての誤解
また､ 外国人と介護の仕事という組み合わせ

で生まれたいくつかの誤解がある｡ ｢日本在住

外国人は介護福祉士になれるのか？｣ という質

問に対しては､ 是でもあり否でもある｡ まず外

国人で介護という場合､ 日本では在日の外国人

を想定する人が多い｡ 在日韓国・朝鮮人､ 在日

中国人､ 在日ブラジル人､ 在日フィリピン人等

などが､ 介護の仕事につけるのかといえば､ そ

の在留資格によるとしかいえない｡ 国籍は外国

人ではあるけれども､ 日系ブラジル人や日系フィ

リピン人ら日系二世・三世には定住者ビザを付
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与し､ 日本人と同じようにどのような職業にで

も就職できるように特別の措置を講じている｡

ちなみに､ 日系人を日本人と同じような扱いに

するという発想は､ アメリカ合衆国では通用し

ない｡ フィリピンなどの日系人が日本人と同じ

扱いを要求するという運動があるけれども､ ア

メリカの日系人が日本人と同じ扱いを要求する

ことはない｡

特別措置を講じられた日系人以外の外国人は､

今のところ介護の仕事に就くことはできない｡

一時的な研修や実習などの枠組みがあるけれど

も､ それはあくまでも就労とは区別されている｡

みだりに研修の名で就労させることについては､

現在批判が高まっている｡ 介護の分野で問題に

なった例では､ 東京の老人福祉施設がフィリピ

ン人の ｢ボランティア研修生｣ を受け入れた際､

｢日本人｣ として介護職員の中に数え入れる扱

いをしたということが不正とされ､ 行政指導を

受けたことがある｡

国際結婚したフィリピン人妻などは､ 帰化す

ればもちろんであるが､ 帰化していなくても､

どんな仕事にでも就職できる｡ しかし現実的に

は､ こういう人々の多くは､ 資格取得のハード

ルが高いので､ まずは介護福祉士資格ではなく､

ヘルパー資格で働くのが精いっぱいである｡

｢外国人介護福祉士候補者は女性か？｣ とい

う質問に対する答えは､ 統計的には女性が多い

が､ 決して女性だけでないということになる｡

とかく介護を担う人材といえば､ とかく女性を

思い浮かべる人が多い｡ しかしながら海外で養

成されている人材の中にはかなりたくさんの男

性が含まれているのである｡ インドネシアから

介護福祉士候補者として最初に日本に来ようと

した人の中には男性が多く含まれていたが､ 日

本の雇用しようとする施設側は､ 女性を求めた

ために来られなかったという｡ 介護労働に関す

る多くの学術論文でも､ 女性問題に引き寄せて

論じるものが多く､ 男性の介護労働に言及する

ものは少ない｡ たとえば高齢者介護の現場では､

確かに圧倒的に女性の要介護高齢者が多く､ 彼

女たちの多くは女性によって介護されることを

望む傾向にある｡ しかし男性要介護高齢者もい

ることも事実であるし､ 介護の場面によっては

男性の介護者を必要とすることも事実である｡

日本の受け入れ側でまず職務再設計を進めるこ

とが､ 労働者性比の偏りを改善する上で必要な

のである｡ 国内的な常識で国際的な課題に取り

組むのはリスクが高いことである｡

｢外国人は日本語がわかるのか？｣ というよ

くある質問に対する答えは､ 外国人が日本語を

聞いたり話したりする会話の面では是であり､

漢字交じりの文章を読み書きする面ではかなり

難しいということになる｡ しかし､ 同じ日本人

でも､ 障害を持った人と方言交じりの日常会話

をするのに苦労することが多いので､ 会話が分

かるようになるのは､ あくまでも個々人の関係

次第ということによる｡ また介護の場面で読み

書きという場合､ 介護記録や文書作成が問題と

なるが､ これを自由記述にするのか､ 標準化し

たチェックリストにするのかで､ 実務上問題は

なくなる場合もある｡ 仕事の面では､ 最小限の

マニュアル化が不可欠であるが､ その上での人

間的コミュニケーションは､ 単に会話や読み書

きだけでなく､ ノン・バーバル・コミュニケー

ションも含めて総合的に考えなければならない

ことは､ 日本人であれ､ 外国人であれ変わりは

ない課題であるといえる｡

｢外国人は､ 住民としての権利と義務は免除

されるのか？｣ という質問に対する答えは否で

ある｡ 日本におけるさまざまな権利は､ 国籍に

より発生するものと､ 住民登録ないし外国人登

録によって発生するものがあるが､ 基本的に外

国人登録した外国人住民は日本人住民と同じよ

うな権利と義務が発生する｡ 現在外国人登録制

度についても改正が準備されている｡ 在日外国

人の住民投票権については､ まだ認めていない

自治体が多いが､ 健康保険､ 年金､ 介護保険な

どの社会保障や社会福祉などは､ 普遍主義的な

日本の制度の下で守られているものが多いので

ある｡ したがって､ 税にしても社会保険料にし

ても負担を免れてはいないのである｡

３. 国際人流開放と介護文化摩擦
国際的な人の移動 (人流) が以上のような誤

解をはらんだままに推移することは好ましいこ

とではない｡ 単に外国人労働力を受け入れると

いうことにとどまらず､ 移住外国人とともに生

きる地域社会をつくるという新しい課題を引き

受ける覚悟が必要なのである｡ 国際化は進む｡

外国人が日本国内で働くようになる｡ だが､ 隣
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人として外国人が住むことには困惑するという

のでは､ 真に事態に対応する姿勢とはいえない｡

その意味では､ 介護福祉士を迎え入れることは､

いいきっかけとなる｡ 人間同士が接する場面で､

お互いの新しい関係を作り上げる経験となるか

らである｡ 職場の仲間だけでなく､ 施設入所者

およびその家族､ 地域住民などと接する機会が

増えるので､ さまざまな場面で社会文化の違い

が表面化する｡ その経験が相互に理解されて初

めて､ ���でうたわれるような調和や連携な

どが可能になる｡ しかし､ 現実は､ 葛藤を寛容

に受けとめなければならない場面が多くなるだ

ろう｡ 介護という場面は､ 要介護状態に陥った

人と介護労働の提供者が介護文化を共有しては

じめて成立する｡ 介護を受ける側が提供された

介護を､ 介護として認めない限りは､ それはい

らぬお節介であったり､ 虐待であったりするだ

ろう｡ 逆に介護を提供する側が､ 要介護者の要

求を正当な介護要求だと認識しない限りは､ 単

なるわがままとして処理することになるだろう｡

経済的合理性では割り切れないのが文化 (価値

合理性) であるから､ 文化問題の処理を間違う

と､ 経済的にますます非合理的なコストがかか

ることになる｡ 日本のように､ 諸外国の制度や

文化を翻訳してドメスティックに独自のシステ

ムを発達させてきた国では､ 国際的な ｢文化的

ガラパゴス｣ 的特殊進化状態にあると揶揄され

るような状況にある｡ とりわけ高齢者福祉に関

しては､ 新しい制度設計に際してカタカナ用語

を多用する状態にありながら､ それさえも日本

でしか通用しないものでしかない｡ そもそも

｢介護｣ という用語自体が､ きわめて新しく作

り出された用語である｡ それが時に ｢ケア｣ と

いうカタカナ用語で語られながら､ ナーシング・

ケア (看護) やロングターム・ケア (長期介護)

との異同が明らかにされず､ 特別養護老人ホー

ムをカタカナのナーシング・ホームとして､ そ

れが米国などにおけるナーシング・ホームと同

じであるかのような誤解を与える状況が続きて

いる｡ デイケアを医療サービス､ デイサービス

を福祉サービスとして区別するといった日本流

の考え方は､ 他の国では通用しない｡ 共通言語

を持たない限り､ 誤解は解かれないだろう｡ 日

本の ｢介護｣ は､ さしあたり ｢カイゴ (�����)｣

として理解可能になることをめざして､ 海外の

関係者に説明を試みる必要がある｡

また､ これから国際的に通用する介護人材を

育成することが必要になるのだとすれば､ その

ための教育者､ 訓練者､ 指導者自体を国際的な

経験を持たせるように工夫すべきだろう｡ 日本

の介護の現場を全く知らないままに､ 学生を訓

練するといった訓練校から出てくる卒業生は､

誤解を抱える可能性が高いと言わざるを得ない｡

少なくとも､ 日本の介護現場の多くが､ 何らか

の障害をもった高齢者介護の分野であり､ 摂食

や排泄などの世話から認知症の世話まで､ 日本

文化に根ざす身体接触の在り方とコミュニケー

ションの在り方に大きく依存する職務であるこ

とを理解するべきである｡

同じ事は､ 日本側の施設経営者や現場の監督

者たちについてもいえる｡ 彼らもまた､ まず送

り出し国の介護教育の実態を理解する必要があ

る｡ 今のように施設の中で介護師や療法士や社

会福祉士などと分業とチームワーク体制を組む

ことが当然と考えていては､ さまざまなリスク

を管理できない｡ お互いに教育者や訓練者や指

導者や監督者の人的交流を深めて､ できるだけ

理解を深める努力をするべきである｡

�	 (欧州連合) では､ 欧州統合を図るため

の高等教育プログラムとして､ ｢エラスムス計

画｣ と呼ばれる調和化政策がとられている｡ 学

生流動化事業､ 教員流動化事業､ 共同カリキュ

ラム開発､ 集中講座などからなるこの計画は､

�	の中での人材共有化をめざす努力のひとつ

である｡ 商品流通の関税撤廃､ 資本移動の制限

撤廃､ 労働力移動の自由化､ 通貨統合などを進

める過程で､ 労働資格の相互認証､ 学歴の調和

化が課題になり､ 現在ではそれぞれの各国独自

の初等・中等教育システムの中にも､ ｢欧州人

教育｣ をめざす学校教育システムを取り入れる

動きになっている｡ このような�	に学ぶなら

ば､ 専門職ないし高度の技能職として介護福祉

士資格を位置づけるために､ 少なくとも���

を取り結ぶアジアの国々との間で､ 何らかの教

育・訓練調和化を推進するべきである｡

また､ 
��が推進する ｢ディーセント・ワー

ク｣ という考え方は､ ｢働きがいのある人間ら

しい仕事｣ という日本語訳がつけられている

が､ なにかまだしっくりこない訳語である｡

｢�����｣ という言葉は､ 収入や服装や態度が
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きちんとしていることを示すので､ いい加減な

状態に放置された労働であってはいけないとい

う意味である｡ 日本が介護の仕事に介護福祉士

資格を与えて､ 労働の質を高めようとしている

のであれば､ それはディーセント・ワークの理

念にかなっている｡ しかし､ それを国際的な基

準にする努力を怠っては､ 一人よがりに終わっ

てしまう｡ 単に名称だけでなく､ 収入や倫理や

職務の標準化を国際的合意にまで高める努力が

不可欠である｡

フィリピンの看護教育に携わっている教授は､

すでに他の����� (東南アジア諸国連合) 諸

国との間でフィリピン看護師資格の相互認証は

進んでいると話していた｡ そうした状況下で､

日本側が日本の国内事情だけで､ 日本側にしか

通用しないような基準を求めることに対しては､

かなり批判的であった｡ 各国が国家資格として

基準を整備してきた看護師資格にくらべると､

介護の分野はまだまだ基準が整備されていない｡

したがって､ 日本の介護福祉士資格をひとつの

先駆的モデルとして､ 普遍化を図る良い機会で

あるかもしれない｡ しかしながら､ 実際の介護

福祉士資格の基準を点検してみると､ あまりに

もドメスティックであり､ 国際的標準化に耐え

られない点が多々ある｡ 外国人に日本の基準を

一方的に要求するだけでなく､ 日本の基準自体

を国際的な基準にするために改善することが求

められる｡

４. もうひとつの方法としての ｢アジア介護
文化交流拠点構想｣ の提起

このような現状を考えるとき､ まずはお互い

の介護文化がどのような介護をめぐる言語パラ

ダイムを持っているのかを明らかにする必要が

ある｡ それもできるかぎり異文化側への伝達可

能性を念頭に入れた丁寧な事典づくりから始め

るべきである｡ 直訳的な言語交換はかえってお

互いの誤解を増す可能性が高いからである｡ た

だ文字による伝達だけでなく､ 視聴覚メディア

を使ったシミュレーションなどにも力をいれる

べきだろう｡ また単に行動科学的・バイオメディ

カル・心理学的な介護だけでなく､ 社会科学的

な介護についての伝達に力をいれるべきである｡

介護は社会福祉制度に組み込まれた業務であり､

単なる身体介助や情感サービスにとどまらない

からである｡

おそらく､ 介護文化の相互理解は､ 現場に即

して経験を交換することが最も有効である｡ ま

ずは外国人の介護教育指導者が､ 日本での介護

実態を理解する機会を設けるべきである｡ その

ためには､ 日本語と相手国側の通用言語ででき

るだけ丁寧に説明できるインストラクターを､

育てることが必要である｡ 最初に導入される介

護福祉士にはそうした使命を担ってもらうこと

も考えるべきだろう｡

また､ 日本側の施設等の経営者や管理者及び

指導者が､ 介護福祉士候補者送り出し国の教育

事情や社会文化的背景や人事管理上必要となる

ことを学ぶために､ 相手国に研修に出かける機

会を設けるべきである｡ その知見に基づいて､

介護現場の職務再設計､ ペーパーワークやマニュ

アルの整備など経営改善を行なう必要がある｡

台湾などで､ 社会問題になっている ｢看護工

(ケアテイカー)｣ の職場逃亡といった事態を避

けるためには､ 罰則や監視だけでは有効ではな

く､ 第三者機関としてカウンセリング・センター

を設置するまでになっている｡ 全国の拠点都市

に設置されたカウンセリング・センターでは､

看護工だけでなく､ あらゆる外国人労働者から

の相談窓口として機能している｡ こうした地域

拠点を設けない限り､ 職場を離れた外国人は闇

に隠れてしまうことになる｡ 日本でもこうした

先駆例に学ぶべきである｡

このような観点から､ 国際的な介護労働の移

動に対処するもうひとつの方法としての ｢アジ

ア介護文化交流拠点構想｣ を提起したい｡ これ

は､ 日本におけるこれまでの介護についての取

り組み､ とりわけ高齢者介護についての取り組

みを中心に国際的に紹介できる体制を､ 調査研

究､ 教育訓練プログラム開発､ 教材開発､ ブリッ

ジ人材養成､ 政策立案の観点から整備し､ 国内

外の政策立案者や実務家やそれを目指す学生の

大学院修士課程レベルの国際教育を担うという

ものである｡ その中では､ 介護に関するアジア

各地域の基層的な文化のみならず通文化的・同

時的に進行する少子高齢化という社会変動をふ

まえて､ 経験的事実と照らし合わせた介護概念

の共有化を推進し､ ｢����	｣ としてアジア国際

標準を確立することを目標とするのである｡

すでに韓国は､ 2008年７月から老人長期療養
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保険制度を導入し､ 日本と同じように高齢者介

護の新しい段階に入っている｡ 中国においても､

介護保険については着々と準備中であると聞く｡

台湾､ シンガポール､ 香港､ マレーシアなどは､

これまで家庭住み込み型の外国人メイドや看護

工などの雇用問題についての対策を強化してい

る｡ フィリピン､ インドネシア､ タイ､ ベトナ

ムなどは､ 海外出稼ぎによる外貨獲得政策の一

環として看護人材や介護人材の海外就業機会を

確保する努力を続けている｡ そして､ こうした

東アジアを取り巻く中近東､ オーストラリア､

アメリカ､ カナダ､ ��などの地域は､ あの手

この手で海外からの看護人材・介護人材の確保

に力を入れている｡ 日本が､ 世界一の高齢社会

として､ また世界で二番目に介護保険制度を確

立し､ 普遍主義的な医療保険制度とともに他国

がうらやむ制度を持つ国として､ さらには平和

なグローバル・コミュニティーの構築に対して

貢献する役割を果たすためにも､ ｢アジア介護

文化交流拠点構想｣ の確立を目指してはどうだ

ろうか｡ できうれば､ 九州大学の中に総合的に

東アジアのエイジング政策研究に取り組む ｢東

アジア・エイジング政策共同研究拠点｣ を設置

し､ その一環としてこの構想を取り込んでみる

というのも一案である｡

平成16年度に九州大学の東アジアセンター・

オン・エイジングとアジア総合政策センターか

らの政策提言を受けた福岡市は､ これまで慎重

に審議の結果､ 19年に ｢アジア高齢社会プラッ

トフォーム構想｣ をまとめ､ 翌年の市議会で説

明している｡ 高齢化の先進国である日本の経験

やノウハウを活かし､ アジア諸国の課題に対応

する各種の機能を市内の人工島､ アイランド・

シティに集積しようという構想である｡ その中

で､ 研究機能､ 人材育成機能､ ビジネス機能､

情報発信・イベント機能を整備するとしている｡

この構想の推進組織として､ 20年３月に特定非

営利法人 ｢アジアン・エイジング・ビジネスセ

ンター｣ が設立された｡ 九州大学がこの構想に

基づいて国立大学法人として貢献できれば､ 新

しい時代に一石を投じることができるのではな

いだろうか｡
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